
令和７年１１月１１日 

教    育    局 

 

報道機関各位 

 

メールの誤送信について 

 

１ 発生日時 

  令和７年 11 月６日（木）午後１時 42 分 

 

２ 概要 

 〇 県立図書館において、県立図書館のインターネット予約貸出の利用者 10 名に電

子メールを送信する際、誤って全送信先のメールアドレスが分かる状態で送信し

てしまった。 

 〇 現在のところ、二次被害は確認されていない。 

 

３ 県立図書館の対応 

 〇 11 月 11 日（火）、受信者に対して、速やかに謝罪の電子メールを送信するとと

もに、電話でも受信者に謝罪したうえで、誤送信したメールを削除するように依

頼している。 

 

４ 再発防止策 

 〇 県立図書館内における業務体制を検証し、情報セキュリティの趣旨の徹底を図

ること、特に個人情報を取り扱う際やメールを一斉送信する際には、複数名で確

実に点検すること等再発防止を徹底する。 

 

【問い合わせ先】 

 教育局生涯教育・学習振興課 

  課長補佐（総括） 縮 

   023-630-2875 

【広報監】教育局長 安達 


